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清水ケ丘公園特記仕様書 
 

１ 概要 

所 在 地 南区清水ケ丘73-1 

公園の沿革

や特徴、現指

定管理期間

中の改修等

の状況等 

横浜国立大学の新校舎建設に伴う移転跡地に整備された運動公園です。高速道路

により大きく分断されていますが、その上に蓋掛けをし、多目的広場として利用す

ることで、一体的な利用が可能な形態としています。 

自然の起状をうまく利用して、ナイターの可能なテニスコート、すり鉢状の自由

広場、運動広場、斜面を利用した子どもの遊び場、東京ドームと同材質の膜構造で

屋根からの陽光が優しい体育館、ガラス屋根を持つ屋内温水プール等の運動施設が

配されています。 

平成 29年度 第一体育室の照明 LED化工事 

平成 30年度 放送設備改修工事 

令和元年度 プール棟防災設備更新工事 

令和２年度 プール塗装改修工事 

令和２年度 プール衛生配管更新工事 

令和３年度 ナイター照明施設等改良工事 

令和４年度 体育館バスケットゴール改修工事（予定） 

令和５年度～令和６年度 プール棟改修工事（予定）（屋根、空調、缶体） 

令和５年度 屋外施設バリアフリー改修工事（予定） 

面積 95,494㎡（運動公園） 

有料施設 利用対象施設    運動広場 

面数 １面  

現行の利用料金  １時間1,300円 

対象種目     軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール、少年サッカー 

開場期間  ３月第３土曜日～11月末日（軟式野球、少年軟式野球、 

ソフトボール） 

 ※毎月第１日曜日はサッカー（少年サッカー含む）のみの利用 

 12月１日～２月末日（少年サッカー）※１ 

休場日 年末年始期間（12/29～1/3）、毎月第１・第３・第５月曜日 

（休日の場合は、その直後の休日でない日） 

 

利用対象施設    体育館 

面数 １館 

現行の利用料金  団体利用：第一体育室 ３時間7,800円、 

第二体育室 ３時間1,900円 

      個人利用：１時間 60円 

利用対象種目    バトミントン、卓球、バレーボール、バスケットボール、体操、

エアロビクス、空手、拳法、剣道ほか 

開場期間      通年 

休場日      年末年始期間（12/29～1/3）及び 
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毎月第一月曜日（休日の場合は、その直後の休日でない日） 

体育館概要    ※２ 

 

利用対象施設    屋内プール 

現行の利用料金   貸切利用：１日につき100,000円（利用料金の上限額） 

１時間券大人：300円 こども：100円 

１日券大人：500円 こども（小学生以下）：200円 

開場期間     通年（午前10時から午後７時（７月・８月は午前９時から午後 

８時まで）） 

休場日 年末年始期間（12/29～1/3）及び 

毎月第１月曜日（休日の場合は、その直後の休日でない日） 

屋内プール概要  ※３ 

 

利用対象施設    庭球場 

面数       ６面 

現行の利用料金   １時間1,100円、夜間照明料30分250円 

開場期間 通年※４ 

休場日 年末年始期間（12/29～1/3）及び 

毎月第３月曜日（休日の場合は、その直後の休日でない日） 

附帯設備 運動広場（1面）、庭球場（6面）体育館（1箇所）、屋内プール（1箇所）、 

多目的広場、見晴らし丘、駐車場、管理詰所（テニスコート横）等 

電気設備等 １  高圧受変電設備（電気室） 

(1) 屋内キュービクル ５面（高圧盤 １面、低圧配電盤 ４面） 

(2)  動力用変圧器 500kVA １台、200kVA １台 

(3)  電灯用変圧器 75kVA ２台 

(4)  高圧コンデンサ 50kvar ２台 

(5) リアクトル 3.19kvar ２台 

２ 負荷設備 

(1) 分電盤 ３面 

(2) 制御盤 ４面 

３ 消防設備 

(1)  消火器 ３本 

(2) 非常警報装置 ２面 

４ 園内灯設備 

(1)  足元灯(60Ｗ) ８基 

(2) ウォール灯(40Ｗ) 62基 

(3) HMA-390T（300Ｗ） 44基 

(4) SHA251010（200Ｗ） ２基 

(5) H5010（100Ｗ） ５基 

(6) 管理棟・トイレ 蛍光灯・電球 

(7) 時計 ３個 
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５ 夜間照明設備 

(1) 運動広場（照明鉄塔） ６基（LED575W×８台 LED1200W×30台） 

(2) 庭球場（照明灯） 24基（LED650W×48台） 

６ 放送設備 

(1)  放送設備ラック（増幅器 ２台、音量調整器 １台、遠隔操作器 ４面、 

電源装置 １台プログラム装置、テープデッキ他） 

(2) レピーター盤 ４面 

(3) スピーカー 10台 

７ 受水槽設備 

(1) タンク容量 2.16㎥ ＦＲＰ 

(2) ポンプ出力 3.7kw ２台 

８ 空調設備 

(1) 管理棟内事務室 

（パッケージエアコン 三菱PKH-100AK2）冷房能力 7.74kw、暖房能力 8.00kw 

９ 節水装置設備 

(1) 運動広場（タンク ４台、小便器 １台、大便器 ３台） 

(2) 多目的広場（タンク ４台、小便器 １台、大便器 ３台） 

10 水景設備 

(1) 流れ 清掃面積 390㎡、堆積土砂 0.2t 

(2) 地下水槽 清掃面積  50㎡、堆積土砂 0.2t 

※１ 

４月１日～11月30日（第２・第４月曜日を除く） 9:00～21:00 

４月～11月の第２・第４月曜日(休日の場合はその直後の休日でない日) 13:00～21:00 

12月１日～２月末日、３月第３土曜日～３月31日（第２月曜日、第４月曜日を除

く） 
9:00～17:00 

12月～３月の第２・第４月曜日(休日の場合はその直後の休日でない日) 13:00～17:00 

※２ 

開設日 平成４年７月18日 

構 造 

建築面積：2,785.379㎡ 

延床面積：2,612.836㎡（１階2,551.578㎡、地下61.268㎡） 

鉄筋コンクリート造一部立体トラス屋根（アリーナ部分） 

地上１階、一部地下１階（入水槽室・電気室） 

施
設
内
容 

第一体育室 

面積 1,296㎡（36ｍ×36ｍ） 

バスケットコート１面、フットサルコート１面、バレーボールコ

ート２面、バトミントンコート６面、卓球20台 

第二体育室 
面積  85㎡（8.5ｍ×10ｍ） 

ダンス、エアロビクス、軽スポーツ等 

その他施設 

エントランスホール、器具庫、更衣室、シャワー室、トイレ、身体

障害者用更衣室・シャワー室、厨房、事務室、健康相談室、倉庫、

ラウンジ、電気室、機械室、入水槽、ポンプ室ほか 

※３ 

開設日 平成２年３月23日 

構 造 

建築面積：2,178.435㎡ 

延床面積：2,356.668㎡（１階2,178.435㎡、２階178.233㎡） 

鉄筋コンクリート造２階建 
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施設内容 

通年利用型温水プール 

25ｍプール （鋼製 25m×13m、深さ1.1m～1.2m） 

児童用プール（鋼製 13m×5.5m、深さ 0.8m～0.9m） 

幼児用プール（鋼製 22㎡、深さ36cm） 

その他の施設 

男女更衣室、トイレ、身体障害者用更衣室・トイレ、採暖室、 

機械室、倉庫、サンテラス、売店等 

※４ 

３月１日～12月27日 9:00～21:00 

３月～12月の第１、第５月曜日 

(休日の場合は、その直後の休日でない日) 
13:00～21:00 

12月28日～２月末日 9:00～17:00 

１月～２月の第１、第５月曜日 

(休日の場合は、その直後の休日でない日) 
13:00～17:00 

 

２ 電気・機械設備点検・修理項目 

管 理 項 目 対  象 内 容 回  数 

点検 

高圧受電設備 電気室及びキュービクル 
定期点検 年１回（法定点検） 

巡視点検 月１回（法定点検） 

負荷設備 分電盤・制御盤 定期点検 年１回（法定点検） 

園内灯設備 園内灯・分電盤 
巡視点検 年１回 

ランプ交換 点検時 

夜間照明設備 運動広場、庭球場 
巡視点検 年１回 

部品交換 点検時 

放送設備 
体育館・屋内プール・屋外

放送設備 
定期点検 年１回 

受水槽設備 受水槽 点検清掃 年１回（法定点検） 

空調設備 体育館・屋内プール・管理棟 点検清掃 年４回 

節水装置 トイレ 点検清掃 年１回 

水景設備 地下水槽・流れ 点検清掃 年１回 

昇降照明装置 体育館昇降照明装置 定期点検 年１回 

自動ドア 体育館・屋内プール 定期点検 年４回 

膜屋根点検 体育館 定期点検 ３年に１度 

ろ過装置 屋内プール フィルター交換 年３回 

ボイラー・貯湯タンク 屋内プール 定期点検 年１回 

遠赤外線・暖房設備 屋内プール 定期点検 年１回 

キャノピー(可動屋根) 屋内プール 稼動点検 年１回 

全自動水質管理装置 屋内プール 定期点検 年１回 

時計設備 公園時計 定期点検 

年１回 

外観点検・動作確

認等 

修理 

園内灯設備 公園内全園内灯 ランプ交換 随時 

夜間照明設備 運動広場、庭球場 部品交換 随時 

修繕 各々設備 部品交換等 随時 
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  ※水銀灯は同様程度のｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ又はＬＥＤに交換してください 

 

３ 消防設備 

消防設備 
体育館消防設備・屋内プール消防設備・自動火

災報知器・消火器・非常警報装置など 

機器点検 年１回(法定点検) 

総合点検 年１回(法定点検) 

 

４ 特記事項 

(1) 建築物の施設管理者点検について 

管理棟について、横浜市建築局作成の施設管理者点検マニュアルにより施設管理者点検を実施し、

その結果を南部公園緑地事務所に報告してください。報告時期については、南部公園緑地事務所か

ら通知します。 

(2)  公園駐車場の管理許可について 

公園駐車場については、指定管理者制度と別の行政処分であり、指定管理者は管理許可により公

園駐車場の運営管理を行うものとします。そのため南部公園緑地事務所へ管理許可を申請し、許可

を受けた後に、規定の使用料を横浜市に納入する必要があります。 

なお、駐車場の料金を含むすべての管理運営については、管理許可書の条件に記載した事項を遵

守の上、南部公園緑地事務所の指示に従ってください。 

(3)  高圧受変電設備について 

    指定管理者が、電気事業法に基づく自家用電気工作物の保安の監督を行ってください。 

 (4) 広域避難場所について 

広域避難場所として位置付けられており、災害発生時には、住民が一時的に避難をしますので、

南区防災計画に基づき、横浜市の指示に従って対応してください。 

(5) 飛行場外離着陸場について 

横浜市より飛行場外離着陸場として指定されており、災害時のヘリコプターの離着陸場として、

自衛隊や他都市からの応援航空部隊が使用することや、緊急患者の搬送や緊急物資の輸送が行われ

る場合があります。 

実際の使用に際しては横浜市防災計画や南区防災計画に基づき、横浜市の指示に従って対応して

ください。 

(6)  多目的広場の取扱について 

公園内に所在する多目的広場は、地元管理運営委員会が利用調整及び日常的な清掃・除草等を行

っています。指定管理区域に範囲が含まれていますが、管理運営委員会と管理運営についての協議

を事前に必ず行い、書面での管理運営業務の分担等の取り決めを実施してください。 

(7)  小規模受水槽水道の自己点検について 

南区役所福祉保健センターから通知がありますので、それに従い、小規模受水槽水道の管理者点

検及び結果の報告を同区役所福祉保健センターへ行ってください。 

(8) 電気・機械設備の管理について 

指定管理者にて「２ 電気・機械設備点検・修理項目」により点検及び修理を実施してください。

なお、点検報告書は点検後速やかに公園緑地整備課 設備担当に電子データで提出してください。 

ただし、園内灯設備及び時計設備については、毎年９月末までに所定の様式にて提出してくださ

い。 

(9) 清水ケ丘公園の体育館については、下記のとおりの仕様としますので遵守してください。 

ア 運営業務全般（市民利用施設予約システムによる予約・受付業務等）を実施してください。 
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イ 他の市民利用施設予約システム導入施設と同様に、年間利用調整会議により調整・決定した予

約について、入力をしてください。 

ウ 個人利用対応をお願いします。毎月第２土曜日及び団体利用が入っていない枠は、個人利用枠

として、第１体育室・第２体育室を個人利用に供してください。個人利用の場合、予約不要で、

当日直接事務室で利用を受け付けてください。 

エ 休館日に年２回以上の館内全域の定期清掃を実施してください。 

オ 体育館設備点検項目 

電気設備保守点検 （年１回）高所昇降照明設備を含みます。  

空調設備保守点検 （年１回）  

消防設備保守点検 （年２回） 

給排水設備保守点検 （年１回）簡易水道法の法定検査を含みます。 

膜屋根維持補修 （年１回）  

膜屋根保守点検（３年に１回） 

放送設備保守点検 （年１回）非常用放送設備・時計を含みます。  

カ 利用料金制を導入している有料施設ですので、他の同様の施設と同等の業務水準を維持して 

ください。 

キ 設備危機を正常に保つため、日常の危機管理、点検及び整備を実施するとともに、 点検記録 

や正常に機能しない際の対応等について記録を残してください。 

ク 法定点検及び初期性能・機能保持のため、年１回以上、運転中の機器を停止し、外観点検、機

能点検、機器動作特性試験及び整備を実施してください。その際、必要な消耗品の更新、正常に

機能しない箇所の修繕もお願いします。 

(10)  屋内プールについては、下記のとおりの仕様としますので遵守してください。 

   ア 屋外公園プールの共通仕様書を基本とした業務を実施してください。 

イ 原則個人利用とし、予約不要で当日直接利用を受け付けてください。なお、一般団体による利  

用も可能です。  

ウ 危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為防止のため、使用状況を適宜把握し、 

必要に応じて利用指導等を実施してください。  

エ プールの水面監視員は、緊急時対応が可能なよう、水着を着用してください。  

  オ 休館日に年８回以上の定期清掃を実施してください。 

カ 設備危機を正常に保つため、日常の危機管理、点検及び整備を実施するとともに、 点検記録  

や正常に機能しない際の対応等について記録を残してください。 

キ 法定点検及び初期性能・機能保持のため、年１回以上、運転中の機器を停止し、外観点検、機

能点検、機器動作特性試験及び整備を実施してください。その際、必要な消耗品の更新、正常に

機能しない箇所の修繕もお願いします。 

ク プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、水質に関する基礎的知識、プール

水の浄化消毒に関する知識を有する責任者を配置してください。 

ケ ボイラー等書設備の運転及び監視並びにこれを関連する電力、用水、燃料等の需給状況を管理

し、設備に応じて適切な記録を残してください。 

コ 屋内プール設備点検項目  

電気設備保守点検 （年１回） 

空調設備保守点検 （年１回） 

消防設備保守点検 （年２回） プールは非常用放送設備を含む。 
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給排水設備保守点検 （年１回） 簡易水道法の法定検査を含む。 

薬品タンク保守点検 （日常点検） 

ガス燃料施設保守点検（日常点検）採暖施設保守を含む。 

循環浄化装置保守点検（年４回） 

キャノピー保守点検 （年１回） 

昇降機保守点検 （年12回）フルメンテナンス 

管理棟、プールサイド、サンテラス等保守（日常点検） 

その他プール及び附帯設備保守点検（日常点検）  

（11）  屋内プールの改修工事について 

令和５～６年度に屋内プールの改修工事を予定しています。 

主な内容は、次のとおりです。 

・屋根改修工事 

・缶体改修工事 

・空調改修工事（夏季の暑さ対策） 

上記工事期間中は休館を想定していますが、詳細な工事の時期については、調整中です。 

施設の休館に伴う指定管理料の変更及び工事後の施設の維持管理や指定管理料の変更等につ

いては、横浜市と指定管理者が別途協議します。 

なお、上記に係る指定管理料の変更は今回の提案額には含めないでください。 

 

５ 課題等（様式 25記載事項） 

(1) 公園近隣の路上駐車について、対策が必要となっています。どのように園内の利用者に確認や周 

知するかなどの防止対策等を提案してください。 

(2) 犬の散歩の多い公園で、公園利用者に快適に公園を利用していただく工夫が必要ですが、犬のノ

ーリード等、犬の散歩に関わる取組について、応募団体の創意工夫による提案をしてください。 

(3) 公園内に見晴らしのよい丘があり、樹勢の衰えた高木も付近にあり、丘の管理運営手法の見直し

が必要です。応募団体が考える丘の管理運営手法について、活用を含め提案してください。 

(4) 公園の利用者満足の向上のため、公園全体の修景に対する工夫が必要となっています。応募団体

が考える修景の取組について魅力向上を含めて提案してください。 

(5) 暑さ対策について 

ここ数年、全国的に厳しい暑さが続き、記録的な猛暑となる年もありました。そのことを踏まえ、

夏の暑さ対策として利用者や指定管理者職員等の健康や安全に対しての取組について、応募団体の

創意工夫に基づいた提案をしてください。 

(6) その他公園の特性や維持管理上の課題等に応じた取組があれば、応募団体の創意工夫に基づいて 

提案してください。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止に係る対応（様式26記載事項） 

※「コロナ禍で、緊急事態宣言期間ではない状態」を想定して記載してください。 

(1) 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止に係る取組について、具体的に説明してください。 

※具体的な感染防止対策、他施設等での感染防止対策実績、新型コロナウイルス感染症等の影響によ

る利用料金収入減に対する対応策、感染防止の観点を踏まえた予約受付の提案 等について記載し

てください。 

(2) 「新しい生活様式」や、横浜市の「新型コロナウイルス感染拡大防止対策を踏まえた公園施設利用
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再開ガイドライン」、業種、施設種別ごとに示されている「各種ガイドライン」等を踏まえたうえ

で、本公園においてどのように公園の魅力や多様な楽しみ方等を発信するか、また、自主事業・

イベント実施時の工夫等について提案してください。 

・「新しい生活様式」を踏まえた身近な公園利用のポイント（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000345.html 

・「新しい生活様式」の実践例（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

 


